
4　選考基準

奨学生は、次の基準を満たす者の中から採用します。

(1)人物、健康及び学力の基準

次のいずれかに該当し、学習に対する意欲や生活態度に優れ、在学校の卒業(在籍課程の修

了)が可能と認められること。

ノ　ア　学習成績が優秀な者(学習成績の評定平均値が3.5以上の者)

イ　スポーツ・文化活動における実績のある者(大会・コンクール等への出場・表彰歴等)

ウ　学校内外の活動においてリーダーとして活躍した者(生徒会役員、子ども会リーダー等)

エ　学校内外の活動において他者への貢献が認められる者(委員会活動、ボランティア等)

オ　特定分野への興味・関心が高く、将来の活躍が期待でさる者(得意科目がある、継続して

実践している(したい)スポーツ・文化活動がある、明確な進路希望がある等)

(2)家計基準

家計支持者(2の(3)参照。原則として、父と母の2人。)の年間所得金額(l万円未満の端

数は切り捨てます。また、給与・年金所得(各種社会保障給付を含みます。)については、年間

収入金額から別表lの控除額を差し引いた額とします。)の合計から別表2の特別控除額を差

し引いた金額が別表3の収入基準額以下であり、修学困難な経済状態にあると認められること。

5　貸与額等

(1)貸与月額

設置者・通学形態の区分ごとに、次の月額から選択することができます。

区　分 ��月　　額　　　　　　　　　　　　(限度額) 

国公立 �自宅通学 �5,000円 �10,000円 �15,000円 � � � �18,000円 
自宅外通学 �5,000円 �10,000円 �15,000円 �20,000円 � � �23,000円 

私　立 �自宅通学 �5,000円 �10,000円 �15,000円 �20,000円 �25,000円 � �30,000円 
自宅外通学 �5,000円 �10,000円 �15,000円 �20,000円 �25,000円 �30,000円 �35,000円 

(2)貸与期間(貸与対象月)

令和3年4月分から正規の修業期間の最終月分までとします。

(3)貸与方法

原則として、毎月25日(休業日である場合は翌営業日)に、 「愛媛県奨学金送金先届」によ

り指定された本人名義の普通預金口座に振り込みます。ただし、毎年4月分は、 5月分とあわ

せて5月に振り込みます。なお、初回の振込は、 ・9月27日を予定しています。 ,

(1荒祭器予定人員　　校内縮刀仙洞)汀

時期 

出願者から学校への書類提出期限 �令和3年6月下旬頃(学校の指示する日) 
÷ 学校から愛媛県教育委員会への書類送付期限 �令和3年7月5日 

選考結果の通知時期 �令和3年9月上旬頃 

イ　採用予定人員　71人
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